
JP 5567253 B2 2014.8.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　農薬の量が、農薬処理した発芽種子及び農薬含有粒子が共同して有効用量を含む程度の
ものであり、該用量は、ある比率で農薬処理した発芽種子と農薬含有粒子の間に分配し、
該農薬含有粒子は非発芽種子を含む、農薬処理した発芽種子の近傍に１つ以上の農薬含有
粒子を置くことを含んで成る、農薬で処理した発芽種子を保護する方法。
【請求項２】
　１～４つの農薬含有粒子を農薬処理した種子の近傍に置く、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　農薬処理した種子中に含まれる農薬用量が有効用量の１０～９０％の範囲であり、且つ
農薬含有粒子中に含まれる各用量が有効用量の９０～１０％の範囲である、請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　農薬処理種子を種子含有ペレットの形態で用いる、請求項１～３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項５】
　農薬含有粒子が、農薬処理した種子と実質的に同一の大きさ、形及び重量を有する、請
求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　１つの農薬含有粒子を農薬処理した種子の近傍に置く、請求項１～５のいずれか一項に



(2) JP 5567253 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

記載の方法。
【請求項７】
　農薬が、ダニ駆除剤、殺菌剤、殺真菌剤、軟体動物駆除剤、殺鼠剤、線虫駆除剤若しく
は殺虫剤又はそれらの２以上の混合物である、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項８】
　農薬が、１以上の活性成分を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　農薬が、ダニ駆除剤又は殺虫剤又はそれらの２以上の混合物である、請求項１～８のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　農薬がイミダクロプリド又はチアメトキサムである、請求項１～９のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１１】
　農薬の量が、農薬処理した発芽種子及び農薬含有粒子が共同して有効用量を含む程度の
ものであり、該用量は、ある比率で農薬処理した発芽種子と農薬含有粒子の間に分配し、
該農薬含有粒子は非発芽種子を含む、農薬処理した発芽種子の近傍に１つ以上の農薬含有
粒子を置くことを含んで成る、植物を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、農業及び園芸において農薬を処理した発芽種子を保護する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　害虫から植物種子を保護するための方法は当業界において周知である。通常農薬、例え
ば殺虫剤又は殺真菌剤は、播種の前の種子処理の際に、単独で又は組み合わせにおいて直
接種子上に適用する。種子処理は当業界で周知であり、異なる方法、例えば種子ドレッシ
ング、種子コーティング又は種子ペレッティング（ｐｅｌｌｅｔｉｎｇ）を含んで成る。
【０００３】
　種子処理において、一般的に比較的高い用量において適用し、対抗すべき害虫に対して
適切な保護を達成する。例えば、種子処理におけるある殺虫剤の高い投与量は、それらが
ある限界を超えると、発芽を遅延させ、植物の成長活力を妨害し、又は発芽の際に他の負
の効果を誘導し得ることが、当業界で良く知られている。植物の苗の段階において主に生
じるこれらの効果は、まとめて「植物毒性」効果と呼ばれる。用量、適用の方法、環境条
件及び類似のパラメーターに依存して植物毒性効果をもたらし得る農薬の例は、例えばイ
ミダクロプリド、チアメトキサム及びクロチアニジンなどの浸透性殺虫剤の中に見出すこ
とができる。この植物毒性効果は、経済的に不利益であり、種子処理における対応する農
薬の柔軟性を制限する。この植物毒性効果を回避する１つの方法が国際公開第０１／１３
７２２号に示唆されている。そこでは、別々の粒子上に農薬を適用し、これらの農薬含有
粒子の１つを種子の隣に置くことが提案されている。国際公開第０１／１３７２２号は、
殺虫剤であるイミダクロプリドを含有するペレットとの組み合わせにおける、ペレットレ
タス種子のためのこの方法について説明する。
【０００４】
　国際公開第０１／１３７２２号に記載されている方法を植物生産工業に適用する場合、
いくつかの経済的不利益が未だ存在する。現代の播種機は非常に正確であるが、１～２％
の播種の失敗が存在し得る。従って、この産業に特徴的な植物の大量栽培を考慮すると、
播種の際の農薬含有粒子の播種の失敗により、植物の大部分が全く農薬保護を受けていな
いだろう。
【０００５】
　本発明の当業界における更に重要な産業は、若い植物の栽培者のものである。若い植物
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の栽培者は、種子を播種した時から植物が若い植物の段階に達するまで、苗床において高
価値の野菜、例えばレタス、アブラナ科、コショウ、トマト及びメロンを栽培する。典型
的には、若い植物の段階へは、種子の播種後４～６週で到達する。その後、若い植物は通
常消費者に売られ、その後彼らは若い植物を更なる栽培のために開けた土地の田畑に移植
する。一般的に、若い植物の栽培者の苗床にある間は、植物は植物トレイ上で栽培される
。既に言及した播種の失敗による農薬含有粒子の損失に加えて、例えばこのような植物ト
レイの輸送、又は開けた土地の田畑に移植する際にも、農薬含有粒子が損失を受け得る。
【０００６】
　この植物の取扱作業の際の農薬含有粒子の播種の失敗又は損失により、植物のかなりの
部分が農薬保護を全く受けないので、それらの高価値植物生育産業において国際公開第０
１／１３７２２号に記載された方法を適用することにより著しい経済的損失が存在する。
【発明の開示】
【０００７】
　本発明は、例えば播種又は移植などの労働集約的作業の改善に投資をせずに、種子の段
階で既に始まる大量栽培における適切な農薬保護植物の収量を増大させる必要性を認識す
る。
【０００８】
　典型的には、若い植物の栽培者により用いられる植物トレイは、多くの個別の植物容器
を含む。適用に依存して、この植物容器の大きさは、１×１ｃｍ～４×４ｃｍの範囲であ
る。種子及び農薬含有粒子は、個々に植物容器に置く。従って、播種機の使用による自動
化により、種子及び殺虫含有粒子は個々の植物容器において最大で互いに４ｃｍの距離を
容易に有することができる。通常、植物は、それらが若い植物の段階に達する前に植物ト
レイにおいて４～６週間栽培され、その後開けた土地の田畑に移植される。種子とその対
応する農薬含有粒子の間に例えば４ｃｍのかなりの距離がある種子の場合、農薬が拡散に
より単独でその距離を輸送されなければならないので、種子から発芽した植物が移植の後
早期に適切な農薬保護を受けているか疑問である。
【０００９】
　本発明は、種子及び対応する農薬含有粒子が植物容器中でかなりの距離で置かれる場合
に、それらの移植された植物に対して初期の農薬保護を与える必要性も認識する。
【００１０】
　大量栽培における適切に農薬保護された植物の収量の増大及び移植した植物に対する早
期の農薬保護を与えることの問題は、双方とも本発明により克服される。
【００１１】
　本発明によると、農薬の有効用量（１つの種子胚を保護するのに十分な用量）を、農薬
含有粒子（これらは保護する種子の隣に置く）上に適用するのではなく、適切な比率で種
子と農薬含有粒子の間に有効量を分配することを提案する。
【００１２】
　本発明は、農薬の量が、農薬処理した種子及び農薬含有粒子が共同して有効用量の農薬
を含む程度のものであり、且つ農薬処理した種子中に含まれる農薬用量が、農薬の最大非
植物毒性用量以下であって、農薬処理した種子の隣に１つ以上の農薬含有粒子を置くこと
を含んで成る、農薬処理した発芽種子を保護する方法に関する。農薬が常にその農薬の最
大非植物毒性用量以下の用量で種子上に直接存在するので、これは、農薬含有粒子を受け
ない又は失っていた植物が非保護のままでないことを保証する。当該方法を用いることに
より、発芽の際の所望されない植物毒性効果を生じさせずに、基本的なレベルの農薬保護
が大量栽培において全ての植物に与えられる。農薬含有粒子が植物容器中で種子からかな
りの距離で置かれた種子でさえも、移植直後にこの基本的なレベルの農薬保護が存在する
だろう。従って、発芽の際の所望されない植物毒性効果を生じさせずに、早期の保護が植
物に与えられる。
【００１３】
　本発明の関連の中で、特定の用語は以下で定義する具体的な意味を有することが意図さ
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れている：
【００１４】
　本発明によると、「有効量」は、標準的な試験条件下で害虫の十分な防除を与える種子
処理における農薬の用量である。通常、この十分な防除は、標準的な試験条件下での農薬
に関する最大の獲得可能な害虫の防除に等しい。この標準的な試験条件は一般的に、植物
が育てられ、害虫が対抗される自然の環境を示す。「害虫の十分な防除」は、経済的に興
味のある害虫防除を意味し、一般に７０～１００％の防除の範囲である。
【００１５】
　種子処理における農薬の農薬活性に関する試験は当業界で周知であり、例えば殺虫、殺
真菌又は殺ダニ活性に関する試験を含む。これらの試験の例は、Ｊｕｋｅｓ他（「Ｅｖａ
ｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｏｎ－ｏｒｇａｎｏｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　ｉｎｓｅｃｔｉｃ
ｉｄｅｓ　ｆｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ｔｈｅ　ｃａｂｂａｇｅ　ｒｏｏｔ　ｆｌ
ｙ．Ｔｈｅ　ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄｅ　ｃｏｎｕｎｄｒｕｍ」，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　５２ｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｉｏｎ，Ｇｅｎｔ，Ｂｅｌｇｉｕｍ，２０００）、Ｅｓｔｅｒ他（「Ｆｉｌｍ
ｃｏａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｅｅｄ　ｏｆ　ｃａｂｂａｇｅ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｏｌｅ
ｒａｃｅａ Ｌ．　ｃｏｖａｒ．　Ｃａｐｉｔａｔａ　Ｌ．）ａｎｄ　ｃａｕｌｉｆｌｏ
ｗｅｒ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｏｌｅｒａｃｅａ　Ｌ．ｖａｒ．－Ａ－Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　
Ｌ．）ｗｉｔｈ　ｉｍｉｄａｃｌｏｐｒｉｄ　ａｎｄ　ｓｐｉｎｏｓａｄ　ｔｏ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ ｉｎｓｅｃｔ　ｐｅｓｔｓ」，２００３，Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　
２２（５）：７６１－７６８）、Ｅｓｔｅｒ　ａｎｄ　Ｂｒａｎｔｊｅｓ（「Ｐｅｌｌｅ
ｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｅｅｄ　ｏｆ　ｉｃｅｂｅｒｇ　ｌｅｔｔｕｃｅ（Ｌａｃｔｕｃａ
　ｓａｔｉｖａ　Ｌ．）ａｎｄ　ｂｕｔｔｅｒｈｅａｄ　ｌｅｔｔｕｃｅ（Ｌａｃｔｕｃ
ａ　ｓａｔｉｖａ　Ｌ．ｖａｒ．ｃａｐｉｔａｔａ　Ｌ．）ｗｉｔｈ　ｉｍｉｄａｃｌｏ
ｐｒｉｄ　ｔｏ ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｐｈｉｄｓ」，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　５０ｔｈ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔ
ｉｏｎ，Ｇｅｎｔ，Ｂｅｌｇｉｕｍ，１９９８）及びＨｏｆｅｒ他（「Ｔｈｉａｍｅｔｈ
ｏｘａｍ（ＣＧＡ２９３’３４３）－ａ　ｎｏｖｅｌ　ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄｅ　ｆｏｒ
　ｓｅｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｉｎｓｅｃｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ」，２００１　ＢＣＰ
Ｃ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　Ｎｏ．７６，Ｓｅｅｄ　Ｔｒｅａｔ
ｍｅｎｔ）に見出すことができる。具体的な植物／害虫の系において用いられる個々の農
薬のための有効量についての情報は、行政当局により必要とされ、従って規制目的で当業
界において決まった方法で決定される。このような有効量に関する例：１０００個のレタ
スの種子あたり、０．８ｇのイミダクロプリド（オランダ登録コードｎｏ．１１４５５）
、１０００個のアブラナ科の種子あたり、０．０９６ｇのクロルピリホス（オランダ登録
コードｎｏ．１０９６８）、アブラナ科の種子１ｋｇあたり、０．１７５ｇのメタラキシ
ル－ｍ（オランダ登録コードｎｏ．１２２８０）、タマネギの種子１ｋｇあたり、１ｇの
カルベンダジム（オランダ登録コードｎｏ．８６７２）、ニンジンの種子１ｋｇあたり、
５ｇのイプロジオネパー（ｉｐｒｏｄｉｏｎｅｐｅｒ）（オランダ登録コードｎｏ．８９
２８）、及びダイコンの種子１ｋｇあたり、１．６ｇのチランパー（ｔｈｉｒａｍｐｅｒ
）（オランダ登録コードｎｏ．１１４９２）。
【００１６】
　有効用量を含む農薬活性を決定するための方法論は、当業界で知られており、例えば上
記の引用文献において記載されている。一般的に、有効用量は、種子１ｋｇあたり、０．
０００１～１０００ｇの範囲であることができる。しかし、有効用量の具体的な値は、様
々なパラメーター、例えばそれぞれの農薬に対して固有の物理的及び生物学的因子（試験
環境における化合物の安定性、防除する害虫に対する有効性）、並びに保護する植物材料
の性質（表面積、稠度、含水率及び類似のパラメーター）に依存し得る。それは、同一の
植物／害虫の系のための異なる農薬製剤及び農薬適用の方法にも依存して変わり得る。
【００１７】
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　本発明によると、「最大の非植物毒性用量」は、経済的に所望されない植物毒性効果を
植物に生じさせない十分低い有効用量の比率である。植物毒性効果の例は、発芽の遅延、
植物の成長活力の妨害及び発芽の際の他の負の効果である。種子処理における植物毒性効
果のための試験は当業界で周知であり、例えば発芽比率の試験、発芽種子の試験、正常な
発達した植物の収量の試験及び植物の葉面積の発達の試験を含む。当該試験に関する例は
、国際公開第０１／１３７２２号において見出すことができる。
【００１８】
　一般に、有益なパラメーターの値、例えば発芽率又は植物の葉面積の大きさの成長が、
未処理コントロールの値の９５～７５％未満に減少する場合に、経済的に所望されない植
物毒性の効果が見られる。ここで、植物毒性試験のために選択されたパラメーターの経済
的な重要性を考慮すべきである。中間の経済的な重要性を有するパラメーター、例えば植
物の葉面積の大きさの２５％の減少が経済的に許容されるのに対して、高い経済的な重要
性を有するパラメーター、例えば発芽率（市場性のある植物の数に影響する）の５％の減
少が最大許容である。いくつかのまれで例外的な植物／害虫／農薬の系に関して、直接的
に種子に利用可能な農薬保護の増大が植物毒性効果により引き起こされる経済的な不利益
を補うので、上記で言及した値を超える特定の量の植物毒性は経済的に許容され得ること
が言及されるべきである。本発明は、これらのまれで例外的な場合も対象とすることが意
図されている。
【００１９】
　個々の植物種のための農薬に関する最大の非植物毒性用量についての情報は行政当局に
より必要とされ、従って規制目的で当業界において決まった方法で決定される。植物農薬
の最大の非植物毒性用量を決定するための方法は当業者に周知であり、例えば上記の引用
文献において説明されている。植物農薬の最大の非植物毒性用量を決定するための方法論
は当業界で知られている。一般に、最大の非植物毒性用量は、１ｋｇの種子あたり０．０
００１～１０００ｇの農薬の範囲であることができる。しかし、最大の非植物毒性用量の
具体的な値は、様々なパラメーター、例えばそれぞれの農薬に対して固有の物理的及び生
物学的因子（試験環境における化合物の安定性、植物種に対する有効性）、並びに保護す
る植物材料の性質（表面積、稠度、含水率及び類似のパラメーター）に依存し得る。それ
は、同一の植物種のための異なる農薬製剤及び農薬適用の方法にも依存して変わり得る。
【００２０】
　本発明によると、「農薬含有粒子を農薬処理した種子の隣に置くこと」という表現、及
び「農薬処理した種子の隣」という表現は、農薬処理した種子の場所に十分近く、農薬処
理した種子の場所への農薬含有粒子からの農薬の拡散が可能であることを意味する。
【００２１】
　農薬含有粒子を農薬処理した種子の播種の前、その間又は後に置くことができることが
言及されるべきであり、本発明は本発明の全てのこれらの実施態様を対象とすることが意
図されている。
【００２２】
　本発明の具体的な実施態様によると、「農薬含有粒子を農薬処理した種子の隣に置くこ
と」という表現、及び「農薬処理した種子の隣」という表現は、農薬処理した種子の場所
に対して、１０ｃｍ未満、好ましくは５ｃｍ未満、より好ましくは４ｃｍ未満、最も好ま
しくは１ｃｍ未満の距離を意味する。
【００２３】
　特に、（ｉ）農薬含有粒子も農薬処理した種子を有する苗床トレイ中に置かれるか、又
は（ｉｉ）農薬含有粒子上の農薬が農薬含有粒子、もし存在するならば苗床中の農薬処理
した種子と同一又は異なっているかに関係なく、若い植物が苗床トレイから開けた土地に
移植される時に、農薬含有粒子を開けた土地の田畑に置く（植えるか又は播種する）こと
も想定される。農薬含有粒子を開けた土地の田畑に置くことは、農薬を農薬含有粒子から
若い植物の場所に拡散させることを可能にするためである。このような方法は、同一又は
異なった農薬による若い植物への第二のレベルの農薬保護を可能にする。農薬保護が、苗
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床及び開けた土地の田畑において若い植物にダメージを与えることが知られている害虫に
対して求められている場合に、これは特に有利であり得る。
【００２４】
　本発明の好ましい実施態様において、農薬処理した種子中に含まれる農薬用量は、その
農薬の最小農薬用量以上であり、且つ農薬の最大非植物毒性用量以下であることが想定さ
れる。本発明によると、「最小農薬用量」は、標準的な試験条件下で害虫の部分的な防除
を提供することが必要とされる種子処理における用量である。この標準的な試験条件は、
上記の通りである。「害虫の部分的な防除」は、標準的な試験条件下での測定可能な害虫
防除を意味し、上記の「害虫の十分な防除」よりも低い。
【００２５】
　本発明の特に好ましい実施態様において、農薬処理した種子中に含まれる農薬用量は、
農薬の最大非植物毒性用量に等しいことが想定される。従って、高レベルの保護は植物に
直接与えられ、同時に若い植物段階における植物毒性による経済的な不利益は経済的に許
容されるレベルに保たれる。
【００２６】
　本発明の別の実施態様において、農薬処理した種子中に含まれる農薬用量は、有効用量
の１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０及び／又は９０％の間の範囲であり
、１０％と９０％の間のこの範囲に該当する任意の個々の数及び範囲の境界（１０％及び
９０％）も含み、本発明の一部分である。結果として、農薬含有粒子に適用する各用量は
、有効用量の９０、８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０及び／又は１０％の間の
範囲であり、１０％と９０％の間のこの範囲に該当する任意の個々の数及び範囲の境界（
１０％及び９０％）も含み、本発明の一部分である。種子及び農薬含有粒子に適用する総
用量は１００％となる（有効用量に対応する）。従って、例えば種子に適用する用量が有
効用量の１０％であるならば、農薬含有粒子は有効用量の残りの９０％を受ける。保護す
る種子に適用する最大用量は、処理する植物種及び用いる農薬それぞれに依存して、上記
で与えられた有効用量の１０％～９０％の範囲内でかなり変わり得る。農薬の適切な投与
において考慮され得る他のパラメーターは、例えば湿度、温度、土壌条件及び類似のパラ
メーターである。
【００２７】
　種子処理方法は当業界で周知であり、それらは種子に農薬を適用するのに容易に用いる
ことができる。種子処理方法に関する例は、Ｂｕｔｌｅｒ（「Ｃｏａｔｉｎｇｓ，ｆｉｌ
ｍｓ　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓ」，Ｓｅｅｄ　Ｗｏｒｌｄ，Ｏｃｔｏｂｅｒ，１９
－２４，１９９３）、Ｃａｌｌａｎ（１９７５，Ｏｕｔｌｏｏｋ　ｏｎ　Ａｇｒｉｃｕｌ
ｔｕｒｅ　８：２７１－２７４）、Ｍａｕｄｅ（「Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　ｓｅｅｄ　ｔｒ
ｅａｔｍｅｔｓ」，Ｓｅｅｄ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ，ＣＩＰＡＣ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　
２，Ｊｅｆｆｓ，Ｅｄ．，ページ９１－１０１，１９７８）、米国特許第５，８７６，７
３９号及び米国特許第２，５０２，８０９号に示されている。
【００２８】
　農薬製剤及びそれを用いた種子を処理する方法は、当業界で知られている。一般的に、
農薬は、例えば粉末、水和剤、水溶性粉末、液体製剤（例えば、水性又は溶剤型）として
製剤することができ、例えば流動性濃縮物（例えば、懸濁液濃縮物）、溶液及びカプセル
懸濁液が挙げられる。農薬の製剤としては、種子への製剤の粘着性を助ける物質、例えば
鉱物油又はフィルム形成バリアも挙げることができる。農薬又は製剤は、粉末、スラリー
、溶液、フィルムコーティング又はカプセル化として種子に適用することができる。適用
の方法は、種子表面及び農薬それ自体の化学的又は物理的特性に依存し、変わり得る。本
発明は、用いるべき任意の技術を含むことが意図されている。
【００２９】
　従来のコーティング又はペレッティング技術を用いてコーティングを加えることができ
、多数の異なるコーティングが有力である。コーティングは、種子を保護又はペレッティ
ングするのに当業界で一般に用いられる任意の従来の物質を含むことができる。適切な物
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質としては、添加物、例えばパーライト、軽石、金属ステアリン酸塩、ポリエチレン、ポ
リスチレン、ポリウレタン、タルカムパウダー、ポリプロピレン、塩化ポリビニル、デン
プン、ローム（ｌｏａｍ）、砂糖、アラビアゴム、有機ポリマー、セルロース、粉末、例
えば木粉、石英粉末などと共に、粘土、例えばサブベントナイト（ｓｕｂ－ｂｅｎｔｎｉ
ｔｅ）及びベントナイト、バーミキュライトが挙げられる。コーティングは農薬を含んで
なり、更なるアジュバント、例えば顔料、抗酸化物、色素、着臭剤、苦味を運ぶ物質、又
は植物に有用な物質、例えば１つ以上の他の農薬、例えばダニ駆除剤、殺菌剤、殺真菌剤
、殺虫剤、軟体動物駆除剤、線虫駆除剤又は殺鼠剤、１つ以上の除草剤、成長ホルモン、
栄養素、肥料、例えば窒素－、カリウム－又はリン－含有肥料、発芽刺激剤、微生物、フ
ェロモン又は生物学的調製物も含むことができる。
【００３０】
　本発明の具体的実施態様において、種子は、種子含有ペレットの形態で用いる。種子含
有ペレットは、充填物質を用いて種子の周りに形成する。多くの様々な充填物質が当業界
で知られており、特に泥炭、土壌、炭酸カルシウム、ドロマイト、石こう、粘土鉱物、リ
ン酸、二酸化チタン、腐植土及び活性炭が挙げられる。任意の農業に適した物質を用いる
ことができる。粘着物質をしばしばこのような種子含有ペレットに含め、充填物質が種子
との接触を確実に保つようにする。多くの許容される粘着剤が当業界で知られており、特
に、合成接着剤、植物接着剤、ゼラチン及び砂糖が挙げられる。コーティングは、ペレッ
ティング工程の前又は後に適用することができる。
【００３１】
　本発明によると、「農薬含有粒子」は、農薬及び適切な不活性担体を含んで成る組成物
を指す。「農薬含有粒子」の適切な例は、農薬含有ペレット及び農薬含有顆粒である。「
農薬含有粒子」の適切な例は、農薬含有ペレット及び農薬含有顆粒である。農薬含有粒子
は当業界で周知であり、例えば国際公開第０１／１３７２２号、ＤＥ－４３４３１７６－
Ａ１及びＣＡ特許第１－１４３－６５１を参照のこと。選択された農薬含有粒子のタイプ
は、想定される特定の目的、並びに農薬の物理的、化学的及び生物学的な特性に依存する
だろう。
【００３２】
　農薬含有粒子は、０．０００１～９５％、より好ましくは１～８５％、例えば５～６０
％の農薬を含んで成ることが好ましい。
【００３３】
　農薬含有粒子は核を有することができる。核は、不活性な、例えばガラスビーズ、パー
ライト、プラスチック、軽石又は任意の他の適切な物質であることができる。しかしもし
必要であれば、例えば熱処理、ガンマ線又はマイクロ波により不活性化された非発芽種子
、又は他の生分解性有機物質を用いることも可能である。
【００３４】
　農薬含有粒子は充填物質を含むことができる。充填物質は、農薬の適用の前又は後に粒
子に適用することができる。一般的に種子処理に用いる全てのタイプの充填物質を用いる
ことができる。充填物質のタイプは上記に記載する。
【００３５】
　本発明の実施態様において、特定の時間の後の又は特定の条件（例えば温度、水分、湿
度）下における農薬の放出を制御するために、物質を農薬含有粒子に組み入れる。このよ
うな物質は当業界で知られている。種子の播種又は植え付けにおいて直ちに害虫保護が必
要とされる場合に、このような制御された放出は有利である。
【００３６】
　農薬含有粒子は、更なるアジュバント、例えば顔料、抗酸化物、色素、着臭剤、苦味を
運ぶ物質、又は植物に有用な物質、例えば１つ以上の他の農薬、例えばダニ駆除剤、殺菌
剤、殺真菌剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、線虫駆除剤又は殺鼠剤、除草剤、成長ホルモン
、栄養素、肥料、例えば窒素－、カリウム－又はリン－含有肥料、発芽刺激剤、微生物、
フェロモン又は生物学的調製物を含んで成ることができる。
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【００３７】
　農薬含有粒子は、農薬処理した種子又は移植した若い植物の隣に正確に置くことを可能
にする任意の所望の形及び大きさにおいて製造することができる。
【００３８】
　本発明の好ましい実施態様において、農薬含有粒子は、実質的に種子と同じ大きさ、形
及び重量を有する。従って、精密な播種機を用いて、植物あたりの正確に規定された数（
害虫圧力に基づいて栽培者により決定される）の農薬含有粒子を種子の隣に置くことが可
能である。従って、単純な方法において、副用量（ｓｕｂｄｏｓｅ）及び過剰用量を効果
的に避けることができる。
【００３９】
　本発明の更に好ましい実施態様により、１～４、特に１つの農薬含有粒子を農薬処理し
た種子に用いる。この比率は、農薬含有粒子を移植した若い植物と共に開けた土地の田畑
において用いる場合にも適用する。このような方法における使用のための機構が存在し、
もし必要であれば具体的な比率に適合させることができる。
【００４０】
　本発明の更に好ましい実施態様により、農薬含有粒子及び農薬処理した種子の双方は、
０．５～５ミリメートルの範囲の実質的に均一な直径を有する。
【００４１】
　種子は以下の有用な植物からのものであることができる：穀類、例えば小麦、大麦、ラ
イ麦、オート麦、コメ、トウモロコシ又はソルガム；ビート、例えば砂糖又は飼料ビート
；果物、例えば梨状果果物、石果及び柔らかい果物、例えばリンゴ、西洋ナシ、プラム、
モモ、アーモンド、サクランボ又はベリー、例えばイチゴ、キイチゴ及びブラックベリー
；マメ科植物、例えばマメ、レンティルマメ、エンドウマメ又はダイズ、油料穀物、例え
ばアブラナ、マスタード、ポピー、オリーブ、ヒマワリ、ココナッツ、トウゴマ、カカオ
又はピーナッツ；ウリ科植物、例えばカボチャ、キュウリ又はメロン；繊維植物、例えば
綿、亜麻、麻又はジュート；柑橘類の果物、例えばオレンジ、レモン、グレープフルーツ
又はマンダリン；野菜、例えばホウレンソウ、レタス、アスパラガス、アブラナ（例えば
キャベツ、ブロッコリー、及びカリフラワー）、ニンジン、タマネギ、トマト、ジャガイ
モ又はトウガラシ；クスノキ科、例えばアボカド、シナモン又はショウノウ；或いは、タ
バコ、ナッツ、コーヒー、ナス、サトウキビ、茶、コショウ、ブドウのつる、ホップ、バ
ショウ科、ラテックス植物又は観賞植物（例えば、屋外の園芸又は造園において用いる室
内植物）。
【００４２】
　種子は、好ましくは以下の有用な植物からのものであることができる：ビート、例えば
砂糖又は飼料ビート；野菜、例えばホウレンソウ、レタス、アスパラガス、アブラナ、ニ
ンジン、タマネギ、トマト、ウリ科植物、ジャガイモ又はトウガラシ；タバコ。
【００４３】
　種子は、最も好ましくは野菜、例えばレタス、アブラナ、トマト及びウリ科植物からの
ものであることができる。
【００４４】
　本発明の方法は、害虫、例えば昆虫、ダニ目の代表、軟体動物、線虫、微生物、例えば
植物病原真菌、又は齧歯類から有用な植物を保護するのに用いることができる。
【００４５】
　本発明の方法は、好ましくは昆虫、ダニ目の代表又は線虫から有用な植物を保護するの
に用いることができる。昆虫の例は：
　鱗翅目、例えば、アクレリス種（Ａｃｌｅｒｉｓ　ｓｐｐ）、アドキソフィエス種（Ａ
ｄｏｘｏｐｈｙｅｓ　ｓｐｐ）、アエゲリア種（Ａｅｇｅｒｉａ　ｓｐｐ）、アグロチス
種（Ａｇｒｏｔｉｓ　ｓｐｐ）、アラバマ アルギラセアエ（Ａｌａｂａｍａ　ａｒｇｉ
ｌｌａｓｅａｅ）、アミロイス種（ａｍｙｌｏｉｓ　ｓｐｐ）、アンチカルシア ゲマタ
リス（Ａｎｔｉｃａｒｓｉａ　ｇｅｍｍａｔａｌｉｓ）、アルチプス種（Ａｒｃｈｉｐｓ
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　ｓｐｐ）、アルギロタエニア種（Ａｒｇｙｒｏｔａｅｎｉａ　ｓｐｐ）、アスチラスア
トロマクラタス（Ａｓｔｙｌｕｓ　ａｔｒｏｍａｃｕｌａｔｕｓ）、アウトグラファ種（
Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ　ｓｐｐ）、ブセオラ フスカ（Ｂｕｓｓｅｏｌａ　ｆｕｓｃａ）
、カドラ カウテラ（Ｃａｄｒａ　ｃａｕｔｅｌｌａ）、カルポシナ ニッポネシス（Ｃａ
ｒｐｏｓｉｎａ　ｎｉｐｐｏｎｅｓｉｓ）、チロ種（Ｃｈｉｌｏ　ｓｐｐ）、コリストネ
ウラ種（Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ　ｓｐｐ）、クリシア アンビグエラ（Ｃｌｙｓｉ
ａ　ａｍｂｉｇｕｅｌｌａ）、クナファロクロシス種（Ｃｎａｐｈａｌｏｃｒｏｃｉｓ　
ｓｐｐ）、クネファシア種（Ｃｎｅｐｈａｓｉａ　ｓｐｐ）、コチリス種（Ｃｏｃｈｙｌ
ｉｓ　ｓｐｐ）、コレオフォラ種（Ｃｏｌｅｏｐｈｏｒａ　ｓｐｐ）、クロシドロミア 
ビノタリス（Ｃｒｏｃｉｄｏｌｏｍｉａ　ｂｉｎｏｔａｌｉｓ）、クリプトフレビア ロ
イコトレタ（Ｃｒｙｐｔｏｐｈｌｅｂｉａ　ｌｅｕｃｏｔｒｅｔａ）、シディア種（Ｃｙ
ｄｉａ ｓｐｐ）、ジアトラエア種（Ｄｉａｔｒａｅａ　ｓｐｐ）、ジパロプシス カスタ
ネア（Ｄｉｐａｒｏｐｓｉｓ　ｃａｓｔａｎｅａ）、エアリアス種（Ｅａｒｉａｓ　ｓｐ
ｐ）、エラスモパルパス種（Ｅｌａｓｍｏｐａｌｐｕｓ　ｓｐｐ）、エフェスチア種（Ｅ
ｐｈｅｓｔｉａ　ｓｐｐ）、エウコスマ種（Ｅｕｃｏｓｍａ　ｓｐｐ）、エウポエシリア
 アンビグエラ（Ｅｕｐｏｅｃｉｌｌｉａ　ａｍｂｉｇｕｅｌｌａ）、エウプロクチス種
（Ｅｕｐｒｏｃｔｉｓ　ｓｐｐ）、エウクソア種（Ｅｕｘｏａ　ｓｐｐ）、グラフォリタ
種（Ｇｒａｐｈｏｌｉｔａ　ｓｐｐ）、ヘディア ヌビフェラナ（Ｈｅｄｙａ　ｎｕｂｉ
ｆｅｒａｎａ）、ヘリオシス種（Ｈｅｌｏｉｔｈｉｓ　ｓｐｐ）、ヘルラ ウンダリス（
Ｈｅｌｌｕｌａ　ｕｎｄａｌｉｓ）、ヘテロニカスアラトル（Ｈｅｔｅｒｏｎｙｃｈｕｓ
　ａｒａｔｏｒ）、ハイファントリア クネア（Ｈｙｐｈａｎｔｒｉａ　ｃｕｎｅａ）、
ケイフェリア リコペルシセラ（Ｋｅｉｆｅｒｉａ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｃｅｌｌａ）、
ロイコプテラ スシテラ（Ｌｅｕｃｏｐｔｅｒａ　ｓｃｉｔｅｌｌａ）、リソコレシス種
（Ｌｉｔｈｏｃｏｌｌｅｔｈｉｓ　ｓｐｐ）、ロベシア ボトラナ（Ｌｏｂｅｓｉａ　ｂ
ｏｔｒａｎａ）、リマントリア種（Ｌｙｍａｎｔｒｉａ　ｓｐｐ）、リオネチア種（Ｌｙ
ｏｎｅｔｉａ　ｓｐｐ）、マラコソマ種（Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ｓｐｐ）、マメストラ
 ブラシカエ（Ｍａｍｅｓｔｒａ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、マンドゥカ セクスタ（Ｍａｎ
ｄｕｃａ　Ｓｅｘｔａ）、オペロフテラ種（Ｏｐｅｒｏｐｈｔｅｒａ　ｓｐｐ）、オスト
リニア ヌビラリス（Ｏｓｔｒｉｎｉａ　ｎｕｂｉｌａｌｉｓ）、パメネ種（Ｐａｍｍｅ
ｎｅ　ｓｐｐ）、パンデミス種（Ｐａｎｄｅｍｉｓ　ｓｐｐ）、パノリス フラメア（Ｐ
ａｎｏｌｉｓｆｌａｍｍｅａ）、ペクチノフォラ ゴシピエラ（Ｐｅｃｔｉｎｏｐｈｏｒ
ａ　ｇｏｓｓｙｐｉｅｌｌａ）、フトリマエア オペルクレラ（Ｐｈｔｈｏｒｉｍａｅａ
　ｏｐｅｒｃｕｌｅｌｌａ）、ピエリス ラパエ（Ｐｉｅｒｉｓ　ｒａｐａｅ）、ピエリ
ス種（Ｐｉｅｒｉｓ　ｓｐｐ）、プルテラ キシロステラ（Ｐｌｕｔｅｌｌａ　ｘｙｌｏ
ｓｔｅｌｌａ）、プライス種（Ｐｒａｙｓ　ｓｐｐ）、スクリポファガ種（Ｓｃｒｉｐｏ
ｐｈａｇａ　ｓｐｐ）、セサミア種（Ｓｅｓａｍｉａ　ｓｐｐ）、スパルガノシス種（Ｓ
ｐａｒｇａｎｏｔｈｉｓ　ｓｐｐ）、スポドプテラ種（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ）
、シナンセドン種（Ｓｙｎａｎｔｈｅｄｏｎ　ｓｐｐ）、タウメトポエア種（Ｔｈａｕｍ
ｅｔｏｐｏｅａ　ｓｐｐ）、トルトリクス種（Ｔｏｒｔｒｉｘ　ｓｐｐ）、トリコプルシ
アｎｉ （Ｔｒｉｃｈｏｐｌｕｓｉａ　ｎｉ）及びイポノメウタ種（Ｙｐｏｎｏｍｅｕｔ
ａ　ｓｐｐ）；
　鞘翅目、例えば、アグリオテス種（Ａｇｒｉｏｔｅｓ　ｓｐｐ）、アントノムス種（Ａ
ｎｔｈｏｎｏｍｕｓｕ　ｓｐｐ）、アトマリア リネアリス（Ａｔｏｍａｒｉａ　ｌｉｎ
ｅａｒｉｓ）、カエトクネマ チビアリス（Ｃｈａｅｔｏｃｎｅｍａ　ｔｉｂｉａｌｉｓ
）、コノツラチェラス種（Ｃｏｎｏｔｒａｃｈｅｌｕｓ　ｓｐｐ）、コスモポリテス種（
Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔｅｓ　ｓｐｐ）、クルクリオ種（Ｃｕｒｃｕｌｉｏ　ｓｐｐ）、デ
ルメテス種（Ｄｅｒｍｅｔｅｓ　ｓｐｐ）、ヂアブロチカ種（Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ　ｓ
ｐｐ）、ジロポデラス種（Ｄｉｌｏｐｏｄｅｒｕｓ　ｓｐｐ）、エピラクナ種（Ｅｐｉｌ
ａｃ　ｓｐｐｓｐｐ）、エレムヌス種（Ｅｒｅｍｎｕｓ　ｓｐｐ）、ヘテロニカス種（Ｈ
ｅｔｅｒｏｎｕｃｈｕｓ　ｓｐｐ）、レプチノタルサ デセムリネアタ（Ｌｅｐｔｉｎｏ
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ｔａｒｓａ　ｄｅｃｅｍｌｉｎｅａｔａ）、リソロプトルス種（Ｌｉｓｓｏｒｈｏｐｔｒ
ｕｓ　ｓｐｐ）、メロロンタ種（Ｍｅｌｏｌｏｎｔｈａ　ｓｐｐ）、オリカエフィルス種
（Ｏｒｙｃａｅｐｈｉｒｕｓ　ｓｐｐ）、オチオリンクス種（Ｏｔｉｏｒｈｙｎｃｈｕｓ
　ｓｐｐ）、フリクチヌス種（Ｐｈｌｙｃｔｉｎｕｓ　ｓｐｐ）、ポピリア種（Ｐｏｐｉ
ｌｌｉａ　ｓｐｐ）、プシリオデス種（Ｐｓｙｌｌｉｏｄｅｓ　ｓｐｐ）、リゾペルタ種
（Ｒｈｉｚｏｐｅｒｔｈａ　ｓｐｐ）、スカラベイダエ種（Ｓｃａｒａｂｅｉｄａｅ　ｓ
ｐｐ）、ソマチカス種（Ｓｏｍａｔｉｃｕｓ　ｓｐｐ）、シトフィルス種（Ｓｉｔｏｐｈ
ｉｌｕｓ　ｓｐｐ）、シトトロガ種（Ｓｉｔｏｔｒｏｇａ　ｓｐｐ）、タニメカス種（Ｔ
ａｎｙｍｅｃｕｓ　ｓｐｐ）、テネブリオ種（Ｔｅｎｅｂｒｉｏ　ｓｐｐ））、トリボリ
ウム種（Ｔｒｉｂｏｌｉｕｍ　ｓｐｐ）、トロゴデルマ種（Ｔｒｏｇｏｄｅｒｍａ　ｓｐ
ｐ）及びザブラス種（Ｚａｂｒｕｓ　ｓｐｐ）；
　直翅目、例えばブラッタ種（Ｂｌａｔｔａ　ｓｐｐ）、ブラッテラ種（Ｂｌａｔｔｅｌ
ｌａ　ｓｐｐ）、グリロタルパ種（Ｇｒｙｌｌｏｔａｌｐａ　ｓｐｐ）、ロイコファエア
 マデラエ（Ｌｅｕｃｏｐｈａｅａ　ｍａｄｅｒａｅ）、ロクスタ種（Ｌｏｃｕｓｔａ　
ｓｐｐ）、ペリプラネタ種（Ｐｅｒｉｐｌａｎｅｔａ　ｓｐｐ）及びスチストセルカ種（
Ｓｃｈｉｓｔｏｃｅｒｃａ　ｓｐｐ）；
　チャタテムシ目、例えばリポセリス種（Ｌｉｐｏｓｃｅｌｉｓ　ｓｐｐ）；
　シラミ目、例えばハエマトピヌス種（Ｈａｅｍａｔｏｐｉｎｕｓ　ｓｐｐ）、リノグナ
サス種（Ｌｉｎｏｇｎａｔｈｕｓｕ　ｓｐｐ）、ペヂクルス種（Ｐｅｄｉｃｕｌｕｓ　ｓ
ｐｐ）、ペムフィグス種（Ｐｅｍｐｈｉｇｕｓ　ｓｐｐ）及びフィロキセラ種（Ｐｈｙｌ
ｌｏｘｅｒａ　ｓｐｐ）；
　等翅目、例えばレチクリテルメス種（Ｒｅｔｉｃｕｌｉｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ）；
　食毛目、例えばダマリネア種（Ｄａｍａｌｉｎｅａ　ｓｐｐ）及びトリコデクテス種（
Ｔｒｉｃｈｏｄｅｃｔｅｓ　ｓｐｐ）；
　総翅目、例えばフランクリニエラ種（Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ｓｐｐ）、ヘルシ
ノスリプス種（Ｈｅｒｃｉｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｐｐ）、タエニオスリプス種（Ｔａｅｎ
ｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｐｐ）、スリプス パルミ（Ｔｈｒｉｐｓｐａｌｍｉ）、スリプス 
タバシ（Ｔｈｒｉｐｓ　ｔａｂａｃｉ）及びスシルトスリプス アウランチイ（Ｓｃｉｒ
ｔｏｔｈｒｉｐｓ　ａｕｒａｎｔｉｉ）；
　異翅目、例えばシメックス種（Ｃｉｍｅｘ　ｓｐｐ）、ディスタンチエラ テオブロマ
（Ｄｉｓｔａｎｔｉｅｌｌａｔｈｅｏｂｒｏｍａ）、ディスデルクス種（Ｄｙｓｄｅｒｃ
ｕｓ　ｓｐｐ）、オイチスツス種（Ｅｕｃｈｉｓｔｕｓ　ｓｐｐ）、オイリガステル種（
Ｅｕｒｙｇａｓｔｅｒ　ｓｐｐ）、レプトコリサ種（Ｌｅｐｔｏｃｏｒｉｓａ　ｓｐｐ）
、ネザラ種（Ｎｅｚａｒａ　ｓｐｐ）、ピエスマ種（Ｐｉｅｓｍａ　ｓｐｐ）、ロドニウ
ス種（Ｒｈｏｄｎｉｕｓ　ｓｐｐ）、サールベルゲラ シングラリス（Ｓａｈｌｂｅｒｇ
ｅｌｌａ　ｓｉｎｇｕｌａｒｉｓ）、スコチノファラ種（Ｓｃｏｔｉｎｏｐｈａｒａ　ｓ
ｐｐ）及びトリアトマ種（Ｔｒｉａｔｏｍａ　ｓｐｐ）；
　同翅目、例えばアレウロトリクス フロコスス（Ａｌｅｕｒｏｔｈｒｉｘｕｓ　ｆｌｏ
ｃｃｏｓｕｓ）、アレイロデス ブラシカエ（Ａｌｅｙｒｏｄｅｓ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ
）、アオニジエラ種（Ａｏｎｉｄｉｅｌｌａ　ｓｐｐ）、アフィヂダエ（Ａｐｈｉｄｉｄ
ａｅ）、アフィス種（Ａｐｈｉｓ　ｓｐｐ）、アスピドツス種（Ａｓｐｉｄｏｔｕｓ　ｓ
ｐｐ）、ベミシア タバシ（Ｂｅｍｉｓｉａ　ｔａｂａｃｉ）、セロプラステル種（Ｃｅ
ｌｏｐｌａｓｔｅｒ　ｓｐｐ）、クリソムファルス アオニジウム（Ｃｈｒｙｓｏｍｐｈ
ａｌｕｓ　ａｏｎｏｄｉｕｍ）、クリソムファルス ディクチオスペルミ（Ｃｈｒｙｓｏ
ｍｐｈａｌｕｓ　ｄｉｃｔｙｏｓｐｅｒｍｉ）、コカス ヘスペリダム（Ｃｏｃｃｕｓ　
ｈｅｓｐｅｒｉｄｕｍ）、エンポアスカ種（Ｅｍｐｏａｓｃａ　ｓｐｐ）、エリオソマ 
ラリゲルム（Ｅｒｉｏｓｏｍａ　ｌａｒｉｇｅｒｕｍ）、エリスロノイラ種（Ｅｒｙｔｈ
ｒｏｎｅｕｒａ　ｓｐｐ）、ガスカルヂア種（Ｇａｓｃａｒｄｉａ　ｓｐｐ）、ラオデル
ファクス種（Ｌａｏｄｅｌｐｈａｘ　ｓｐｐ）、レカニウム コルニ（Ｌｅｃａｎｉｕｍ
　ｃｏｒｎｉ）、レピドサフェス種（Ｌｅｐｉｄｏｓａｐｈｅｓ　ｓｐｐ）、マクロシフ
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ス種（Ｍａｃｒｏｓｉｐｈｕｓ　ｓｐｐ）、ミズス種（Ｍｙｚｕｓ　ｓｐｐ）、ネフォテ
チックス種（Ｎｅｐｈｏｔｅｔｔｉｘ　ｓｐｐ）、ニラパルバタ種（Ｎｉｌａｐａｒｖａ
ｔａ　ｓｐｐ）、パラトリア種（Ｐａｒａｔｏｒｉａ　ｓｐｐ）、ペムフィグス種（Ｐｅ
ｍｐｈｉｇｕｓ　ｓｐｐ）、プラノコカス種（Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ）、プソ
イドアウラカスピス種（Ｐｓｅｕｄｏａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｓｐｐ）、プソイドコカス
種（Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ）、プシラ種（Ｐｓｙｌｌａ　ｓｐｐ）、プルビ
ナリア アエチオピカ（Ｐｌｕｖｉｎａｒｉａ　ａｅｔｈｉｏｐｉｃａ）、クアドラスピ
ヂオツス種（Ｑｕａｄｒａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ｓｐｐ）、ロパロシフム種（Ｒｈｏｐａ
ｌｏｓｉｐｈｕｍ　ｓｐｐ）、サイセチア種（Ｓａｉｓｓｅｔｉａ　ｓｐｐ）、スカフィ
オデウス種（Ｓｃａｐｈｏｉｄｅｕｓ　ｓｐｐ）、スチザフィス種（Ｓｃｈｉｚａｐｈｉ
ｓ　ｓｐｐ）、シトビオン種（Ｓｉｔｏｂｉｏｎ　ｓｐｐ）、トリアロイロデス バポラ
アリオルム（Ｔｒｉａｌｅｕｒｏｄｅｓ　ｖａｐｏｒａｒｉｏｒｕｍ）、トリオザ エリ
トリアエ（Ｔｒｉｏｚａ　ｅｒｙｔｒｅａｅ）及びウナスピス シトリ（Ｕｎａｓｐｉ　
　ｃｉｔｒｉ）；
　膜翅目、例えばアクロミルメクスＡｔｔａ種（Ａｃｒｏｍｙｒｍｅｘ　Ａｔｔ　ｓｐｐ
）、セフス種（Ｃｅｐｈｕｓ　ｓｐｐ）、ディプリオン種（Ｄｉｐｒｉｏｎ　ｓｐｐ）、
ディプリオニダエ（Ｄｉｐｒｉｏｎｉｄａｅ）、ギルピニア ポリトマ（Ｇｌｉｐｉｎｉ
ａ　ｐｏｌｙｔｏｍａ）、ホプロカムパ種（Ｈｏｐｌｏｃａｍｐａ　ｓｐｐ）、ラシウス
種（Ｌａｓｉｕｓ　ｓｐｐ）、モノモリウム ファラオニス（Ｍｏｎｏｍｏｒｉｕｍ　ｐ
ｈａｒａｏｎｉｓ）、ネオディプリオン種（Ｎｅｏｄｉｐｒｉｏｎ　ｓｐｐ）、ソレノプ
シス種（Ｓｏｌｅｎｏｐｓｉｓ　ｓｐｐ）及びベスパ種（Ｖｅｓｐａ　ｓｐｐ）；
　双翅目、例えばアエデス種（Ａｅｄｅｓ　ｓｐｐ）、アンテリゴナ ソカタ（Ａｎｔｈ
ｅｒｉ　ｓｏｃｃａｏｃｃａｔａ）、バビオ ホルツラヌス（Ｂａｂｉｏ　ｈｏｒｔｕｌ
ａｎｕｓ）、カリフォラ エリスロセファラ（Ｃａｌｌｉｐｈｏｒａｅｒｙｔｈｒｏｃｅ
ｐｈａｌａ）、セラチチス種（Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｓｐｐ）、クリソミア種（Ｃｈｒｙ
ｓｏｍｙｉａ　ｓｐｐ）、クレックス種（Ｃｕｌｅｘ　ｓｐｐ）、クテレブラ種（Ｃｕｔ
ｅｒｅｂｒａ　ｓｐｐ）、ダクス種（Ｄａｃｕｓ　ｓｐｐ）、ドロソフィラ メラノガス
テル（Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ）、ファニア種（Ｆａｎｎｉａ
　ｓｐｐ）、ガストロフィルス種（Ｇａｓｔｒｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ）、グロシナ種（
Ｇｌｏｓｓｉｎａ　ｓｐｐ）、ヒポデルマ種（Ｈｙｐｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ）、ヒッポボ
スカ種（Ｈｙｐｐｏｂｏｓｃａ　ｓｐｐ）、リリオミザ種（Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｓｐｐ
）、ルシリア種（Ｌｕｃｉｌｉａ　ｓｐｐ）、メラナグロミザ種（Ｍｅｌａｎａｇｒｏｍ
ｙｚａ　ｓｐｐ）、ムスカ種（Ｍｕｓｃａ　ｓｐｐ）、オエストルス種（Ｏｅｓｔｒｕｓ
　ｓｐｐ）、オルセオリア種（Ｏｒｓｅｏｌｉａ　ｓｐｐ）、オシネラ フリット（Ｏｓ
ｃｉｎｅｌｌａ　ｆｒｉｔ）、ペゴミア ヒオシアミ（Ｐｅｇｏｍｙｉａ　ｈｙｏｓｃｙ
ａｍｉ）、フォルビア種（Ｐｈｏｒｂｉａ　ｓｐｐ）、ラゴレチス ポモネラ（Ｒｈａｇ
ｏｌｅｔｉｓ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ）、スシアラ種（Ｓｃｉａｒａ　ｓｐｐ）、ストモキ
ス種（Ｓｔｏｍｏｘｙｓ　ｓｐｐ）、タバヌス種（Ｔａｂａｎｕｓ　ｓｐｐ）、タニア種
（Ｔａｎｎｉａ　ｓｐｐ）及びチプラ種（Ｔｉｐｕｌａ　ｓｐｐ）；
　ノミ目、例えばセラトフィルス種（Ｃｅｒａｔｏｐｈｙｌｌｕｓ　ｓｐｐ）及びキセノ
プシラ チェオピス（Ｘｅｎｏｐｓｙｌｌａ　ｃｈｅｏｐｉｓ）；又は
　シミ目、例えばレピスマ サッカリナ（Ｌｅｐｉｓｍａ　ｓａｃｃｈａｒｉｎａ）。
【００４６】
　ダニ目の代表の中で、例えばアカルス シロ（Ａｃａｒｕｓ　ｓｉｒｏ）、アセリア シ
ェルドニ（Ａｃｅｒｉａ　ｓｈｅｌｄｏｎｉ）、アクルス シュレクテンダリ（Ａｃｕｌ
ｕｓ　ｓｃｈｌｅｃｈｔｅｎｄａｌｉ）、アンブリオマ種（Ａｍｂｌｙｏｍｍａ　ｓｐｐ
）、アルガス種（Ａｒｇａｓ　ｓｐｐ）、ブーフィルス種（Ｂｏｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ
）、ブレビパルプス種（Ｂｒｅｖｉｐａｌｐｕｓ　ｓｐｐ）、ブリオビア プラエチオサ
（Ｂｒｙｏｂｉａ　ｐｒａｅｔｉｏｓａ）、カリピトリメルス種（Ｃａｌｉｐｉｔｒｉｍ
ｅｒｕｓ　ｓｐｐ）、コリオプテス種（Ｃｈｏｒｉｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ）、デルマニスス
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 ガリナエ（Ｄｅｒｍａｎｙｓｓｕｓ　ｇａｌｌｉｎａｅ）、エオテトラニクス カルピニ
（Ｅｏｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｃａｒｐｉｎｉ）、エリオフィエス種（Ｅｒｉｏｐｈｙ
ｅｓ　ｓｐｐ）、ヒアロマ種（Ｈｙａｌｏｍｍａ　ｓｐｐ）、イクソデス種（Ｉｘｏｄｅ
ｓ　ｓｐｐ）、オリゴニクス プラテンシス（Ｏｌｙｇｏｎｙｃｈｕｓ　ｐｒａｔｅｎｓ
ｉｓ）、オルニソドロス種（Ｏｒｎｉｔｈｏｄｏｒｏｓ　ｓｐｐ）、パノニクス種（Ｐａ
ｎｏｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ）、フィロコプトルタ オレイボラ（Ｐｈｙｌｌｏｃｏｐｔｒ
ｕｔａ　ｏｌｅｉｖｏｒａ）、ポリファゴタルソネムス ラツス（Ｐｏｌｙｐｈａｇｏｔ
ａｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｌａｔｕｓ）、プソロプテス種（Ｐｓｏｒｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ）、
リピセファルス種（Ｒｈｉｐｉｃｅｐｈａｌｕｓ　ｓｐｐ）、リゾグリフス種（Ｒｈｉｚ
ｏｇｌｙｐｈｕｓ　ｓｐｐ）、サルコプテス種（Ｓａｒｃｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ）、タルソ
ネムス種（Ｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ）及びテトラニクス種（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕ
ｓ　ｓｐｐ）。
【００４７】
　線虫の中で、例えば根瘤病線虫、クキセンチュウ及び葉の線虫；特にヘテロデラ種（Ｈ
ｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｐｐ）、例えばヘテロデラシャクチイ（Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　
ｓｃｈａｃｈｔｉｉ）、ヘテロデラアベナエ（Ｈｅｔｅｒｏｄｏｒａ　ａｖｅｎａｅ）及
びヘテロデラトリフォリイ（Ｈｅｔｅｒｏｄｏｒａ　ｔｒｉｆｏｌｉｉ）；グロボデラ種
（Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｓｐｐ）、例えばグロボデラロストチエンシス（Ｇｌｏｂｏｄｅ
ｒａ　ｒｏｓｔｏｃｈｉｅｎｓｉｓ）；メロイドジン（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｓｐｐ
）、例えばメロイドジンインコジニタ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｉｎｃｏｇｉｎｉｔａ
）及びメロイドジンジャバニカ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｊａｖａｎｉｃａ）；ラドホ
ラス種（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｐｐ）、例えばラドホラスシミリス（Ｒａｄｏｐｈｏ
ｌｕｓ　ｓｉｍｉｌｉｓ）；プラチレンカス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ）、例えばプラ
チレンカスネグレクタンス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｎｅｇｌｅｃｔａｎｓ）及びプ
ラチレンカスペネトランス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｐｅｎｅｔｒａｎｓ）；チレン
キュラス（Ｔｙｌｅｎｃｈｕｌｕｓ）、例えばチレンキュラスセミペネトランス（Ｔｙｌ
ｅｎｃｈｕｌｕｓ　ｓｅｍｉｐｅｎｅｔｒａｎｓ）；ロンジドラス（Ｌｏｎｇｉｄｏｒｕ
ｓ）、トリコドラス（Ｔｒｉｃｈｏｄｏｒｕｓ）、キシオフィネマ（Ｘｉｐｈｉｎｅｍａ
）、ジチレンンカス（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ）、アフェレンコイデス（Ａｐｈｅｌｅｎ
ｃｈｏｉｄｅｓ）及びアングイナ（Ａｎｇｕｉｎａ）。
【００４８】
　そして、アブラナ科ノミハ虫（フィリトレタ種（Ｐｈｙｌｌｏｔｒｅｔａ　ｓｐｐ））
の中で、根食い虫（ディーリア種（Ｄｅｌｉａ　ｓｐｐ））及びキャベツ莢ゾウムシ（セ
ウトリンカス種（Ｃｅｕｔｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ））。
【００４９】
　農薬含有粒子及び農薬処理した種子は、同一の農薬又は異なる農薬を有することができ
る。更に粒子又は種子上の農薬は、１つの以上の農薬又は活性成分であることができる。
それらは異なるタイプの農薬であることができる（例えば、殺真菌剤、殺虫剤、ダニ駆除
剤、線虫駆除剤）。１つの実施態様において、農薬含有粒子は１つ以上の殺真菌剤及び活
性成分の１つ以上の殺虫剤混合物を有する。或いは、農薬含有粒子は、１つ以上のタイプ
の殺虫剤、例えばチアメトキサム、イミダクロプリド及びテフルトリンを有する。
【００５０】
　一般的に、種子上でいくつかの異なる農薬を含むことによる、植物毒性及び物理的な実
行不可能性などの困難性は、害虫防除に対して有効な比率でのいくつかの農薬の使用を妨
げる。従って、本発明の特段の利点は、農薬処理した種子又は移植した若い植物あたりの
規定した数の農薬含有粒子の使用により、成長の被害を受けやすい段階の種子及び植物を
保護するのに、いくつかの農薬を利用することができる。
【００５１】
　農薬は、例えばダニ駆除剤、殺菌剤、殺真菌剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、線虫駆除剤
若しくは殺鼠剤、又はそれらの２以上の混合物、例えば殺真菌剤及び殺虫剤又は２つの殺
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【００５２】
　本発明の１つの実施態様において、農薬は、ダニ駆除剤、殺真菌剤、線虫駆除剤若しく
は殺虫剤、又はそれらの２以上の混合物、例えば殺真菌剤及び殺虫剤又は２つの殺虫剤で
ある。
【００５３】
　２つ以上の農薬（同じタイプ又は異なるタイプ）は、種子及び／又は粒子上に存在する
ことが好ましい。
【００５４】
　本発明の別の実施態様によると、農薬は、ダニ駆除剤又は殺虫剤、例えばスピノサド、
クロルピリホス、イミダクロプリド、ベンフラカルブ、クロチアニジン、フィプロニル、
クロルフェンビンホス及びチアメトキサム、又はそれらの２以上の混合物である。
【００５５】
　本発明の特に好ましい実施態様によると、農薬は、イミダクロプリド、チアメトキサム
、クロチアニジン又はアバメクチンのうちの少なくとも１つである。
【００５６】
　１つの実施態様において、農薬含有粒子は、農薬処理した種子と同一の農薬を含む。
【００５７】
　別の実施態様において、農薬含有粒子は、農薬処理した種子とは異なる農薬を含み、そ
れは異なるタイプの農薬又は同一のタイプの農薬の中の異なる活性成分であることができ
る。好ましくは、種子上の農薬は、少なくともチアメトキサム、アゾキシストロビン、フ
ルジオクソニル及びメタラキシル－Ｍであり、粒子上の農薬は少なくともアバメクチンで
ある。
【００５８】
　本発明の更なる側面は、農薬の量が、農薬処理した種子及び農薬含有粒子が共同して有
効用量の農薬を含む程度のものであり、且つ農薬処理した種子中に含まれる農薬用量が、
農薬の最大非植物毒性用量以下であって、農薬処理した種子の隣に１つ以上の農薬含有粒
子を置くことを含んで成る、植物を保護する方法に関する。
【００５９】
　本発明の更なる側面は、農薬の量が、農薬処理した種子及び農薬含有粒子が共同して有
効用量の農薬を含む程度のものであり、且つ農薬処理した種子中に含まれる農薬用量が、
農薬の最大非植物毒性用量以下であって、農薬処理した種子の隣に１つ以上の農薬含有粒
子を置くことを含んで成る方法により製造された種子に関する。
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